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香川労働局（局長：栗尾保和）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）に基づく基準適合一般事業主として、令和５年４月１１日付けで、四国電力株式会社 (本社：

高松市) を２段階目で、「えるぼし」認定しました。これで、県内の認定企業数は１７社になりました。 

また、青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく基準適合事業主として、

令和５年４月１９日付けで、西日本ロード施設株式会社（本社：高松市）を「ユースエール」認定しまし

た。ユースエール認定企業は、県内で１３社目になります。 

つきましては、以下のとおり、合同認定通知書交付式を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

【えるぼし認定】 

資料１-１ えるぼし認定について 

資料１-２ 香川労働局管内「えるぼし」認定企業一覧  

資料１-３ 四国電力株式会社の取組概要  

【ユースエール認定】 

資料２-１ 若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ（ユースエールリーフレット） 

資料２-２ 西日本ロード施設株式会社の企業 PR シート 

香川労働局 発表 

令和５年４月２４日 

「えるぼし」、「ユースエール」 合同認定通知書交付式 

日時 ： 令和５年４月２７日（木） １４：３０～ 

会場 ： 高松サンポート合同庁舎北館７階 ７０２会議室 （高松市サンポート３－３３） 

 

香川労働局雇用環境・均等室 

雇用環境・均等室長       澤渡 恭子 

雇用環境改善・均等推進指導官 佐藤 真理子 

                 （電話）  087-811-8924 

香川労働局職業安定部職業安定課 

職 業 安 定 課 長      平見 聡明 

職 業 紹 介 主 任      小林 孝則 

(電話)  087-811-8922 

HP：https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/ 

「えるぼし」：四国電力株式会社を２段階目で認定！ 

「ﾕｰｽｴｰﾙ」：西日本ロード施設株式会社を認定！ 


